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   駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 

                （平成１９年８月２０日政令第２６８号）  

              最終改正：平成２０年９月１９日政令第２９７号 

 

 内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法（平成１９年法律第６７号）

第５条第１項 、第６条 、第７条第１項第１号（同条第４項 において準用する場合を含む。）、

第１１条第１項及び第２項、第１５条第６項並びに第１６条第１項第１号の規定並びに同

法第１９条第５項において準用する国際協力銀行法（平成１１年法律第３５号）第４４条

第７項の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法を実施す

るため、この政令を制定する。 

 

 第１章 再編関連特定周辺市町村に係る措置（第１一条―第５条）  

 第２章 再編関連振興特別地域に係る措置  

  第１節 再編関連振興特別地域の指定等（第６条・第７条）  

  第２節 駐留軍等再編関連振興会議（第８条―第１０条）  

 第３章 株式会社日本政策金融公庫の業務の特例（第１１条―第１４条）  

 附則  

 

   第１章 再編関連特定周辺市町村に係る措置 

 （再編関連特定周辺市町村の範囲） 

第１条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法（以下「法」という。）第５条

 第１項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。 

 ⑴ 再編関連特定防衛施設が所在する市町村 

 ⑵ 再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は自衛隊

  の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市

  町村に隣接する市町村及び当該隣接する市町村に隣接する市町村 

 （再編関連特別事業） 

第２条 法第５条第１項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 

 ⑴ 住民に対する広報に関する事業 

 ⑵ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第

  １１２号）第２条第３項に規定する国民の保護のための措置に関する事業 

 ⑶ 防災に関する事業 

 ⑷ 住民の生活の安全の向上に関する事業 

 ⑸ 情報通信の高度化に関する事業 

 ⑹ 教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業 

 ⑺ 福祉の増進及び医療の確保に関する事業 

 ⑻ 環境衛生の向上に関する事業 

 ⑼ 交通の発達及び改善に関する事業 

 ⑽ 公園及び緑地の整備に関する事業 

 ⑾ 環境の保全に関する事業 
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 ⑿ 良好な景観の形成に関する事業 

 ⒀ 企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業 

 ⒁ 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示

  するもの 

 （再編交付金を交付しない事業） 

第３条 再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。 

 ⑴ 国が行う事業又は国がその経費の一部を負担し、若しくは補助する事業 

 ⑵ 法令の規定に基づいて毎年度経常的に行っている事業で、駐留軍等の再編の円滑か

  つ確実な実施に資するため必要なものとして特別に行う事業とは認められないもの 

 ⑶ 再編関連特定周辺市町村の区域内において、駐留軍等の再編により影響を受ける住

  民の生活の安定に資するよう適切に配慮された地域において行う事業とは認められな

  いもの 

 （再編交付金の交付） 

第４条 再編交付金は、交付初年度（再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付

 を開始する年度をいう。次項及び第３項において同じ。）から交付終了年度（法附則第

 ２条第１項に規定する日又は同条第２項に規定する交付終了日の到来により再編関連特

 定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項及び第５項におい

 て同じ。）までの間において、次項から第６項までの規定により防衛大臣が算定した各

 年度の交付の限度額（以下「年度交付限度額」という。）の範囲内で、交付することが

 できる。 

２ 交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項

 を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安

 定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。 

 ⑴ 駐留軍等の再編による再編関連特定防衛施設その他の防衛施設で当該再編関連特定

  周辺市町村に所在するもの（以下この項において「関係防衛施設」という。）の面積

  の変化 

 ⑵ 駐留軍等の再編による関係防衛施設の建物その他の工作物の設置の態様の変化 

 ⑶ 駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の

  保有する艦船又は航空機の数又は種類の変化 

 ⑷ 駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊への弾道ミ

  サイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備 

 ⑸ 駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の

  人員数の変化 

 ⑹ 駐留軍等の再編（駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。）による関

  係防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及び

  これによる影響の変化 

 ⑺ 駐留軍等の再編（航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置

  又は運用の態様の変更に限る。）による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留

  軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する航空機の数若しくは種類又は飛行経路の変化

  による影響の変化 
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 ⑻ 駐留軍等の再編（航空機（回転翼航空機を除く。）を保有する駐留軍又は自衛隊の

  部隊の運用の態様の変更に限る。）による関係防衛施設以外の防衛施設で行われる駐

  留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化 

 ⑼ 他に当該再編関連特定防衛施設について指定された再編関連特定周辺市町村がある

  ときは、それぞれの再編関連特定周辺市町村における当該駐留軍等の再編による住民

  の生活の安定に及ぼす影響の割合 

３ 交付初年度から再編実施交付年度（４月１日において現に再編関連特定防衛施設に係

 る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第４条第１項の規定による再

 編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再

 編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。）ま

 での間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設に

 おける駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第２条

 第１項に規定する環境影響評価、施設整備の工事その他の措置の進捗状況に応じて次項

 に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。 

４ 再編実施交付年度及び再編実施交付年度後の４年以内の防衛省令で定める期間にある

 年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額（次項において「最

 高限度額」という。）とする。 

５ 前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年

 度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に

 応じて最高限度額から逓減させるものとする。 

６ 防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、

 第２項及び第３項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるとき

 は、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減

 額し、又は零とすることができる。 

 （再編交付金の交付に必要な措置） 

第５条 再編関連特定周辺市町村の長は、第２条に規定する事業として、２年度以上にわ

 たり継続する事業（施設又は設備の設置の事業を除く。）を行おうとする場合には、当

 該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる

 事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業の目的及び内容 

 ⑵ 事業の始期及び終期 

 ⑶ 事業に要する経費の総額 

２ 前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁す

 るために必要な額の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の基金を設けな

 ければならない。 

３ 第１項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するもの

 としなければならない。 

４ 第１項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町

 村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。 

   第２章 再編関連振興特別地域に係る措置 
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    第１節 再編関連振興特別地域の指定等 

 （再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準） 

第６条 法第７条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に規定する

 政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。  

 ⑴ 法第４条第１項第１号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべ

  き地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊

  の部隊又は機関が保有する航空機の数が４０機を超えて増加すること。 

 ⑵ 法第４条第１項第１号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべ

  き地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊

  の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。 

 （国の負担又は補助の割合の特例等） 

第７条 法第１１条第１項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 

 ⑴ 法別表１の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法（昭和２４年法律第１９

  ５号）第２条第２項第１号及び第２号に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による

  生鮮の野菜その他の農畜産物の需要の増加又は生産に対する影響を考慮して当該農畜

  産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの 

 ⑵ 法別表２の項に規定する基本施設又は輸送施設若しくは漁港施設用地の修築であっ

  て、駐留軍等の再編による生鮮魚その他の水産物の需要の増加若しくは生産に対する

  影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なも

  の又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の

  活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため

  駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの 

 ⑶ 法別表３の項に規定する水域施設等の建設及び改良であって、再編関連特定防衛施

  設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員

  の移動若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点

  から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺

  地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な

  避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが

  必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの 

 ⑷ 法別表４の項に規定する道路の新設及び改築であって、再編関連特定防衛施設への

  人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動

  若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点

  から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺

  地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な

  避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが

  必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの 

 ⑸ 法別表５の項に規定する水道施設の新設及び増設であって、駐留軍等の再編による

  水の需要の増加を考慮して適正な給水の観点から速やかに整備することが必要なもの 

 ⑹ 法別表６の項に規定する公共下水道又は流域下水道の設置及び改築（下水道法施行

  令（昭和３４年政令第１４７号）第２４条の２第１項第１号イ又は第２号に規定する
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  ものに限る。）であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加又は水質に及ぼす影

  響を考慮して適正な下水の排除又は処理の観点から速やかに整備することが必要なも

  のとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの 

 ⑺ 法別表７の項に規定する建物の新築、増築及び改築又は施設の整備であって、駐留

  軍等の再編による児童若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点か

  ら速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地

  域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避

  難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの 

２ 法第１１条第２項に規定する政令で定める事業は、前項第７号に掲げる事業とし、同

 条第２項の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法

 律（昭和３３年法律第８１号）第１２条第１項に規定する交付金とする。 

３ 法第１１条第２項の規定により算定する交付金の額は、第１項第７号に掲げる事業に

 要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第１項の規定を適

 用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令

 ・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとす

 る。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振

 興特別措置法施行令 （平成１４年政令第１０２号）の例による。 

    第２節 駐留軍等再編関連振興会議 

 （会議の幹事） 

第８条 会議に幹事を置く。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。 

３ 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。 

４ 幹事は、非常勤とする。 

 （会議の庶務） 

第９条 会議の庶務は、防衛省地方協力局地方協力企画課において処理する。 

 （会議に係る雑則） 

第１０条 前２条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議

 長が会議に諮って定める。 

   第３章 株式会社日本政策金融公庫の業務の特例 

 （駐留軍移転促進事業） 

第１１条 法第１６条第１号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 

 ⑴ 住宅の賃貸に関する事業 

 ⑵ 電源の開発及び電気の供給に関する事業 

 ⑶ 水源の開発及び水の供給に関する事業 

 ⑷ 下水の排除及び処理に関する事業 

 ⑸ 廃棄物の収集及び処理に関する事業 

 ⑹ 前各号の事業の用に供する施設の整備及び管理に関する事業 

 （金融機関） 

第１２条 法第１６条第１号に規定する政令で定める金融機関は、長期信用銀行法（昭和

 ２７年法律第１８７号）に規定する長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会
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 社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並

 びに保険会社及び農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第１０

 号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。 

第１３条 削除 

 （株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用等） 

第１４条 駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法

施行令（平成２０年政令第１４３号）第１７条の表以外の部分中「法第４２条第２項」

とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法（平成１９年法律第６

７号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。）第２２条第１項の規定により読み替

えて適用する法第４２条第２項」と、「第４１条」とあるのは「第４１条及び駐留軍

再編特別措置法第１８条」と、同条の表第４４９条第１項の項中「株式会社日本政策

金融公庫法第４１条」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第４１条及び駐留軍

等の再編の円滑な実施に関する特別措置法（平成１９年法律第６７号。以下「駐留軍

再編特別措置法」という。）第１８条」と、「同法第４１条」とあるのは「株式会社

日本政策金融公庫法第４１条及び駐留軍再編特別措置法第１８条」と、「同条」とあ

るのは「これら」と、同表第４４９条第６項第１号の項、第４４９条第６項第２号の

項、第８２８条第１項第５号の項及び第８２８条第２項第５号の項中「第４１条」と

あるのは「第４１条及び駐留軍再編特別措置法第１８条」と、同令第２１条中「それ

ぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び駐留軍再編促進金融勘定（駐留軍再編

特別措置法第１８条に規定する駐留軍再編促進金融勘定をいう。以下同じ。）」と、

「法第４７条第１項」とあるのは｢駐留軍再編特別措置法第２２条第１項の規定により

読み替えて適用する法第４７条第１項」と、同令第２２条第１項中「それぞれの勘定」

とあるのは「それぞれの勘定及び駐留軍再編促進金融勘定」と、「法第４７条第１項」

とあるのは「駐留軍再編特別措置法第２２条第１項の規定により読み替えて適用する

法第４７条第１項」と、同令第３０条第１項中「法第５９条第１項（法附則第３８条

第２項及び第３９条第２項において準用する場合を含む。次条第１項において同じ。）」

とあるのは「駐留軍再編特別措置法第２２条第１項の規定により読み替えて適用する

法第５９条第１項」と、同令第３１条第１項第１号及び第２号並びに第２項中「法第

５９条第１項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第２２条第１項の規定により読み

替えて適用する法第５９条第１項」とする。 

２ 財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、前項の規定により読

 み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法施行令第２１条の規定による計算書の提

 出を受けたときは、遅滞なく、これを防衛大臣に通知しなければならない。 

 

   附 則 抄 

 （施行期日） 

第１条 この政令は、法の施行の日（平成１９年８月２９日）から施行する。 

 

   附 則 （平成１９年８月２０日政令第２７０号） 

 この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日（平成１９年
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９月１日）から施行する。 

   附 則 （平成２０年５月２１日政令第１８０号） 抄 

 （施行期日） 

第１条 この政令は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成２０年７月２５日政令第２３７号） 抄 

 （施行期日） 

第１条 この政令は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

  （罰則に関する経過措置） 

第４条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

 る。 

 

   附 則 （平成２０年９月１９日政令第２９７号） 抄 

 （施行期日） 

第１条 この政令は、平成２０年１０月１日から施行する。  

 


